
次期東京都ギャンブル等依存症対策推進計画における主な取組（概要）

区分 現状 論点 今後の方向性（案）

予
防
教
育
・

普
及
啓
発

・精神保健福祉センター（以下「センター」）
にて普及啓発を実施

・高等学校学習指導要領にギャンブル等依存症
も含めた精神疾患が追加 等

・本人や家族にとって必要な情報を集約し、適
切な支援につなげるための効果的な情報発信
・指導にあたる教員の養成

・都民向けフォーラム等の実施
・リーフレット等を活用した普及啓発

・情報の一元化・アクセス向上による効果的な
普及啓発の実施 等

相
談
・
治
療
・

回
復
支
援

・地域の関係機関において、依存症やギャンブ
ル等依存症に関連する分野の相談支援等を実施
・依存症専門医療機関等の選定を推進

・回復において重要な活動を行う民間団体が都
内で精力的に活動 等

・早期発見・早期支援に向けた体制整備

・増加傾向にある若年者に対する相談体制の整
備
・治療や回復支援を担う医療機関の機能強化

・相談から治療・回復支援の各プロセスにおけ
る機能強化

・治療拠点機関である昭和大学附属烏山病院に
おいて、受診後の患者支援事業を実施
・専門医療機関の追加選定等 等

依
存
症
対
策
の

基
盤
整
備

・センターにおいて、関係機関職員への研修や
地域の連携会議を実施 等

・地域における支援ネットワークの充実強化
・相談、治療等を担う人材の育成

・情報共有や事例検討などを通じた地域連携の
充実
・センターにおける関係機関職員向け研修
・治療拠点における医療従事者向け研修 等

関
係
事
業
者

の
取
組

・依存症の注意喚起や普及啓発を実施
・本人や家族申告による入場・入店制限等のア
クセス制限等を実施
・相談窓口の設置、従業員教育の実施 等

・インターネット利用者へのアクセス制限等の
取組
・依存症対策を行う関係機関との連携

・場外発売所への入場制限やインターネット投
票の制限
・関係団体との連携促進等 等

多
重
債
務

問
題
等

へ
の
取
組

・多重債務に関する関係機関において、相談支
援等を実施
・違法賭博の取締りやホームページでの注意喚
起を実施 等

・多重債務や違法行為等、派生する問題への適
切な対応

・関係局との連携による相談や注意喚起の強化
・警視庁によるオンラインカジノの取締りの推
進
・多重債務問題等の情報発信 等

資料５


